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１．計画目的と計画期間 
●目的：建築物の耐震化を促進し、地震による建築物の倒壊等の被害から町民の大切な生命と財産を守ることを目的

とします。 

●計画期間：令和 8 年度から令和 12 年度まで（５年間） ※必要に応じて見直しを行います。 

２．これまでの取り組み評価と耐震化率の将来目標 
（１）住宅の耐震化の進捗状況と将来目標 

・本町では、本計画に基づき耐震診断や耐震改修工事に関する補助事業などを活用し、住宅の耐震化を促進してきま

した。令和 7 年度の耐震化率は 82.1％でした。 

・令和 12 年度末の耐震化率の目標は 87%とします。 

 

（２）要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の進捗状況 

・要緊急安全確認大規模建築物の耐震化率は、町有施設の
耐震化等を進めた結果、令和 7 年度の時点で耐震化率

100%と、国の将来目標（令和 12 年度末）を達成してい
ます。 

 

３．耐震化の促進を図るための施策 

【基本的な取組方針】 
・震災の被害を最小限に抑えるためには、所有者等の自らの取組み【自助】、地域で助け合う取組み【共助】、公共

における地震対策等の取組み【公助】のそれぞれが対応能力を高め、連携することが重要です。 

・町は、震災に強いまちづくりを促進する観点から、自助に取り組む住民、共助に取り組む地域等に対し、これらを

支援する関係団体等と連携しながら負担軽減のための支援を行います。 

【適切な役割分担】 
・緊急性や公益性を十分に考慮

しながら適切な役割分担の下

に、耐震診断及び耐震改修を

効果的に促進する施策を進め

ます。 

令和 7 年度 耐震化率 82.1% 令和 12 年度 耐震化率目標 87.0% 令和 2 年度 耐震化率 73.2% 

■要緊急安全確認大規模建築物 

○補助事業など耐震化を促進する
ための施策の実施  

○相談窓口、情報提供、自治会と
の協力など震災対策の取り組み 

○県及び建築関係団体と連携し、
耐震化の知識の普及・啓発 

○自発的かつ積極的に耐
震化に努める 

○耐震診断・改修、がけ
付近地から移転 

○地域の防災意識・知識
の向上、連携強化 

○情報の普及・啓発
活動 

○講習会の開催、団
体員等の技術向上 

○県及び市町村の行
う事業の連携、協力 


